
 

１．件名：国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅに係る定期

事業者検査についての面談 

 

２．日時：令和４年１１月７日（月）１４時００分～１４時３０分 

 

３．場所：原子力規制庁２階会議室 

 

４．出席者 

原子力規制庁 原子力規制部 

検査グループ 専門検査部門 

松本主任原子力専門検査官、千葉主任原子力専門検査官、小野原子力専門検査官 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 

廃止措置部 施設管理課長 他２名 

 

５．要旨 

○国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「事業者」という。）から、高速

増殖原型炉もんじゅの定期事業者検査（以下「定事検」という。）について、資料に

基づき説明があった。 

・本日の面談資料は定事検報告書（開始時）の（案）である。正式な報告書は今週

中に提出予定。 

・現在、廃止措置が第２段階移行したことに伴い、廃止措置計画変更認可申請が審

査中。このため今回の定事検は、現行の廃止措置計画に基づいて実施することと

しているが、当該廃止措置計画変更認可後には、今回の報告内容から一部変更が

生じることになる。 

 

○原子力規制庁から、以下の内容を伝えた。 

・定事検報告（開始時）の内容に変更があった場合には、定事検報告（終了時）に

開始時から変更した内容を記載し報告すること。 

・別添１ 検査予定一覧表に記載のある調整中については、内容がわかるように記

載すること。 

 

○事業者から了承した旨の回答があった。 

 

６．その他 

資料：定期事業者検査報告書（定期事業者検査開始時）（案） 


